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「2024年問題～対象業種とその中身」



2024年問題～対象業種とその概要
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事業・業務 猶予期間中の取扱い
（2024年３⽉31⽇まで）

猶予後の取扱い
（2024年４⽉１⽇以降）

建設事業

＊原則の規制が適⽤されず

・災害の復旧・復興の事業を除き、原則の規制がすべ
て適⽤
【災害の復旧・復興の事業】
・⽉100時間未満 ・2〜6ヶ⽉平均80時間以内
＊上記が適⽤されない

⾃動⾞運転
の業務

・特別条項付き36協定の年間上限が960時間
【以下、適⽤されず】
・⽉100時間未満 ・2〜6ヶ⽉平均80時間以内
・⽉45時間超年6ヶ⽉まで

医師 ・特別条項付き36協定の年間の時間外＋休⽇上限が最
⼤1,860時間
【以下、適⽤されず】
・2〜6ヶ⽉平均80時間以内・⽉45時間超年6ヶ⽉まで
＊医療法等に追加健康確保措置に関する定め有

⿅児島県及び沖
縄県における砂
糖製造業

【以下、適⽤されず】
・⽉100時間未満 ・2〜
6ヶ⽉平均80時間以内

原則の規制がすべて適⽤



法改正後の原則
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①建設業における2024年問題

【災害時における復旧及び復興の事業に従事することが⾒込まれる
場合】における
「特別条項で定めることが出来る時間」
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1ヶ⽉ 1年
＊適⽤なし 720時間

・１年720時間まで
・限度時間を超えて時間外労働を延⻑できるのは年6回
（６ヶ⽉）まで
＊以下適⽤なし＊
⇒1ヶ⽉100時間未満、2〜6ヶ⽉平均80時間以下、
【参照】建設業 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説
https://www.mhlw.go.jp/content/001116624.pdf



②自動車運転業における2024年問題

＜重要ポイントⅡ＞
※⾃動⾞運転の業務に従事する労働者は、別途、運転時間や勤務
間インターバルについて定めた「改善基準告⽰」を遵守する必
要がある︕
「改善基準告⽰」とは、「⾃動⾞運転者の労働時間等の改善の
ための基準」（厚⽣労働⼤⾂告⽰）のことを⾔い、⾃動⾞運転
者の⻑時間労働を防ぐことは労働者⾃⾝の健康確保のみならず、
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＜重要ポイントⅠ＞
＊特別条項付き36協定の年間上限が960時間
＜以下規制なし︕＞
＊時間外労働と休⽇労働の合計について、⽉100時間未満、２
〜６ヶ⽉平均80時間以内、⽉45時間超年６ヶ⽉まで、



②⾃動⾞運転業における2024年問題
国⺠の安全確保の観点からも重要であることから、トラック、バス、
ハイヤー・タクシー等の⾃動⾞運転者について、労働時間等の労働
条件の向上を図るため拘束時間の上限、休息期間について基準等が
設けられています。

改善基準告⽰は、法定労働時間の段階的な短縮を踏まえて⾒直し
が⾏われた平成9年以降、改正は⾏われていませんでしたが、令和4
年12⽉に⾃動⾞運転者の健康確保等の観点により⾒直しが⾏われ、
拘束時間の上限や休息期間等が改正されました（令和6年4⽉1⽇施
⾏）。
厚労省HP https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice



②⾃動⾞運転業における2024年問題 ＊トラック

出典 厚労省HP https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice



③医療業はA⽔準、B⽔準、C⽔準、がある…
2024年４⽉１⽇から、医業に従事する勤務医の時間外・休⽇労働時
間は、原則として年960時間が上限となります（Ａ⽔準）。
医療機関が、地域医療の確保などの必要からやむを得ず、所属する
医師にこれを上回る時間外・休⽇労働を⾏わせる必要がある場合は、
その理由に応じて、都道府県知事から指定を受ける必要があります。

※1,860時間の上限が適⽤されるのは、指定理由に対応する業務に従事する医師のみ
【重要】特定医師、⽔準等については⾏政Q＆A、労基等に御確認願います

指定の種類 ⻑時間労働が必要な理由 年の上限時間
（Ａ⽔準） 原則（指定取得は不要） 960時間
連携Ｂ⽔準 他院と兼業する医師の労働時間を

通算すると⻑時間労働となるため
通算で1,860時間
（各院では960時間）

Ｂ⽔準 地域医療の確保のため 1,860時間
Ｃ-１⽔準 臨床研修・専⾨研修医の研修のため 1,860時間
Ｃ-２⽔準 ⻑時間修練が必要な技能の修得のため 1,860時間

労働ﾄﾗﾌﾞﾙ編〜労働時間・⻑時間労働


